
・
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
ご
使
用
の
保
険
証
（
ピ
ン

ク
色
）
の
有
効
期
限
が
平
成
26

年

7
月
31

日
を
も
っ
て
満
了
と
な
る

た
め
、
8
月
以
降
は
使
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

　

7
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を
交

付
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き

ま
し
た
ら
、
お
持
ち
の
ピ
ン
ク
色

の
保
険
証
を
破
棄
し
、
黄
緑
色
の

保
険
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※
紛
失
し
た
と
き
や
、
汚
れ
た
と

き
は
再
交
付
し
ま
す
の
で
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

・
減
額
認
定
証
も
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
、
減
額
認
定
証
を
交
付
さ

れ
て
い
る
方
で
、
8
月
以
降
も
交

付
対
象
に
該
当
す
る
方
へ
、
保
険

証
と
と
も
に
減
額
認
定
証
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
差
替
え
の
う
え
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

・
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

平
成
26

年
度
の
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
7
月
に
個
別
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

・
保
険
料
の
計
算
方
法

　

保
険
料
額
は
被
保
険
者
全
員
が

定
額
を
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
、
本
人
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
に

な
り
ま
す
。

・
均
等
割
額
の
軽
減

　

所
得
が
低
い
世
帯
に
属
す
る
方

は
、
基
準
に
よ
り
均
等
割
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
該
当
者
へ
は
軽
減

措
置
を
行
っ
た
後
の
額
を
通
知
し

ま
す
。

※
軽
減
は
被
保
険
者
と
世
帯
主
の

所
得
の
合
計
で
判
定
し
ま
す
。
ま

た
、
被
保
険
者
で
は
な
い
世
帯
主
の

所
得
も
判
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
昭
和
24

年
1
月
1
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
の
公
的
年
金
等
に
係
る

所
得
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
15

万

円
を
引
い
た
額
で
判
定
し
ま
す
。

・
所
得
割
額
の
軽
減

　

基
準
所
得
金
額
（
所
得
割
の
計

算
の
基
礎
と
な
る
総
所
得
金
額
等

か
ら
33

万
円
を
引
い
た
も
の
）
が

58

万
円
以
下
の
場
合
、
所
得
割
が

5
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
被
保
険
者
個
人
の
所
得
で
判
定

し
ま
す
。

・
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ

た
方
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
た
時
に
、
被
用
者
保
険
の
被
扶

養
者
だ
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
所

得
割
は
か
か
ら
ず
、
均
等
割
が
9

割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

※
被
用
者
保
険
と
は
、
協
会
け
ん

ぽ
等
、
主
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

方
々
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

の
こ
と
で
、
市
町
村
の
国
民
健
康

保
険
等
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

・
保
険
料
の
減
免

　

災
害
、
失
業
な
ど
に
よ
る
所
得

の
大
幅
な
減
少
、
そ
の
他
特
別
の

事
情
で
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、

保
険
料
の
お
支
払
い
が
困
難
な
方

に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
減
免
が

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
保
険
料
の
支
払
方
法

　

保
険
料
の
支
払
方
法
は
、
原
則

と
し
て
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し

申
請
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　

被
保
険
者
の
皆
様
に
健
康
や
医

療
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
医
療
費
を
半
年
ご

と
に
ま
と
め
、
発
行
を
ご
希
望
の

方
を
対
象
に
医
療
費
通
知
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

　

新
た
に
発
行
を
ご
希
望
の
方

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
「
発
行
希
望
」
の
ご
連

絡
を
い
た
だ
い
て
い
る
方
に
は
、

継
続
し
て
発
行
し
ま
す
の
で
、
再

度
の
ご
連
絡
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

※
こ
の
通
知
を
受
け
取
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
申
請
等
の
手
続
き
を

さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
こ
の
通
知
を
確
定
申
告
な
ど
の

「
医
療
費
控
除
」
の
領
収
書
の
代

わ
り
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

　

1

0
1
1
│
2
9
0
│
5
6
0
1

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

お
知
ら
せ

33万円かつ被保険者全員が所得０円

（年金収入のみの場合、80万円以下）

33万円

33万円＋

（24万5千円×世帯の被保険者数）

33万円＋（45万円×世帯の被保険者数）

９割軽減

８.５割軽減

５割軽減

２割軽減

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

【年額】 ５，１４７円

【年額】 ７，７２０円

【年額】２５，７３６円

【年額】４１，１７７円

均等割の年額

保
険
証
等
に
つ
い
て

保
険
料
に
つ
い
て

医
療
費
通
知
の
発
行
を

希
望
さ
れ
る
方
へ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
ご
加
入
の
皆
さ
ん
へ

①被保険者均等割額（１人当たりの額）

　51，472円

②所得割額

①＋②＝１年間の保険料額

平成25年中の
総所得金額

基礎
控除額

（33万円） （10.52%）

所得割率×－

【保険料の計算方法】

新しい保険証は
黄緑色です。

１００円未満切り捨て

限度額57万円

広報 ���  7月号　2


